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　本市の貴重な水資源を守るため、芦屋川上流約３㎞の清掃作
業を実施し、不法投棄されたタイヤ等、約270㎏を収集しました。
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■花火に書いてある説明等をよく読んで、遊び
　方・扱い方は必ず守りましょう。
■風の強いときには、花火遊びはやめましょう。
■花火を人や家に向けたり、燃えやすいものの
　ある場所で遊んだりしないようにしましょう。
■必ず水を用意しましょう。
■花火のごみは、必ず持ち帰りましょう。
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市内全域の公共の場所等では、午後９時から
翌朝午前６時まで、また潮芦屋ビーチ・総合公
園・潮芦屋緑地・南緑地では終日（24時間）、ロ
ケット花火・打ち上げ花火など大きな音のする
花火は禁止しています。ご注意ください。
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五
月
二
十
一
日
か
ら
六
月
二
十
日
ま
で
の
、
本
市
の
被
災

地
支
援
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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第
十
二
陣
か
ら
第
十
七
陣
と
し
て
、
各
二
人
・
計
十
二
人
の

職
員
を
、
五
月
二
十
二
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で
派
遣
し

て
い
ま
す
。

※
五
月
二
十
九
日
か
ら
、
石
巻
市
で
の
支
援
業
務
の
内
容
が
、

　

避
難
所
管
理
運
営
か
ら
石
巻
市
役
所
内
で
の
市
町
業
務
へ

　

と
変
わ
り
ま
し
た
。
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五
月
二
十
八
日
か
ら
六
月
三
日
ま
で
、
お
よ
び
六
月
十
日
か
ら
六
月
十
五

日
ま
で
、
各
二
人
・
計
四
人
の
職
員
を
派
遣
し
ま
し
た
。

　�
�
�
�
�
�
�
�
	


��
�
�
�

　

五
月
二
十
八
日（
土
）、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
、
東
日
本
大
震
災
後
、
本
市

に
避
難
し
て
き
た
か
た
が
た
と
の
交
流
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
四
世
帯
・
六
人
の
か
た
が
参
加
、
簡
単
な
健
康
チ
ェ
ッ
ク（
血
圧

測
定
・
体
脂
肪
測
定
等
）の
後
、
市
長
も
交
え
て
被
災
体
験
や
避
難
後
の
生
活

に
つ
い
て
、
一
時
間
半
余
り
に
わ
た
っ
て
語
り
合
い
ま
し
た
。
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県
で
は
、
こ
の
た
び
の
東
日
本
大
震
災
で
県
内
に
避
難
さ
れ
た
か
た
に
つ

い
て
、
地
元
被
災
自
治
体
か
ら
直
接
、
避
難
者
の
か
た
へ
支
援
情
報
や
復
旧
・

復
興
情
報
を
提
供
で
き
る
よ
う
県
内
避
難
者
の
登
録
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

市
内
に
避
難
さ
れ
て
い
る
か
た
で
、
避
難
者
登
録
を
希
望
さ
れ
る
か
た
は
、

行
政
経
営
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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　副市長の任期満了に伴い、６月30日（木）
に開かれた定例市議会で同意を得て、岡本
威氏を副市長に再任しました。
　任期は、７月１日から平成27年６月30日
までの４年間です。
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　平成15年７月か
ら本市の助役に就
任、以後、平成19年
４月からは副市長
として就任し、現在
に至っている。67歳。
大桝町在住。




